
生活保護の適正運営と  
自立支援プログラムについて  

厚生労働省社会・援護 局保護課   



○ 生活保護制度の見直しと自立支援プログラム  

1生活保護制度の見直しの概要  

社会保障審議会福祉部会生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書（平成16年12月15日）を踏まえ、  
社会経済情勢、家族形態の変貌等に対応するため、生活保護基準や制度・運用の在り方と自立支援の見直しを実施  

○現在の生活保護の制度や運用の在り方で生活困  

窮者を十分支えられているか  
○生活保護基準の在り方の見直し  

・生活扶助基準の5年に一度の定期的検証  

・老齢加算の段階的廃止   

一母子加算の見直し   

一高校就学責用の給付  等  

○制度・運用の在り方と自立支援の見直し   

一自立支援プログラムの導入  

・実施体制の整備  

・資産、能力の活用等の在り方の見直し  等  

○経済的な給付だけでは被保護世帯の抱える問題  

への対応に限界があるのではないか  

○担当職員個人の努力や経験等に依存しやすくな  

っている実施体制に困難があるのではないか  

○自立■就労を支援し、保護の長期化を防ぐための  
取組が十分であるか  
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経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004（抄）  

（平成16年6月4日閣議決定）  

（生活保護の見直し）  

社会経済情勢の変化等を踏まえ、加算等の扶助基準の見直し、保護の適正な実施に向けた地方公共団体の取組の推進な：  
：ど、制度、運営の両面にわたる見直しを行い、平成17年度から実施する。特に、雇用施策と連携しつつ、就労及び自  
：立を促す。  1   
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2 現状と見直しの方向性  

現送  

○被保護世帯が抱える問題は多様  ①経済的な給付   

のみでは被保護  

者の抱える様々  

な問題への対応   

に限界  

①多様な対応  精神疾患、高齢者等の傷病（社会的入院を含む）  

DV、虐待  

若年無業者（NEET）、多重債務、元ホームレス等  

高齢者世帯（特に単身世帯）の増加  

②保護の長期化   

を防ぐための取  

組が不十分  
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を100とした割合（平成15年度）  

②早期の対応  高齢者世帯171．4高齢者単身世帯170．3   

社会的きずなが希薄  

一相談に乗ってくれる人がいない 38．3％（平成15年）  ③担当職員個人   

の経験等に依存  

する実施体制に  

も限界  

③システム的な対応  

○実施体制上の問題  

が可能となるよう、  

経済的給付に加え、  

自立支援策を充実  

【
地
方
自
治
体
の
運
用
】
 
 

担当職員の配置数・その経験の不足  

一生活保護担当職員の配置状況（平成16年度）  

全国11，944人（1，198人不足）  

（参考）生活保護担当職員の不足数の年次推移  

H12  H13  H14  H15  H16   
354人  576人  858人  1，089人  1，198人   工  

一指導監督担当職員のうち、担当職員経験がない者  

全国平均 23．8％（平成16年度）  
自立支援プログラム  

の導入  2   



自立支援プログラム  

・自立支援プログラムとは  

地方自治体ごとに、  

①被保護者の状況や自立阻害要因を盈聖地  

②自立支援の具体的内容と圭膿を定め  

③租織坦に支援  

④庁内の関係部署や保健所、医療機関、福祉施設、ハロー  
ワーク、NPO等との外部機関とも連塩  

生活保護行政が、地方自治の塵全力を発揮しつつ、  
なものとなり、かつ、福祉事務所が造蛙生するための挺子  
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自立支援プログラムの策定状況①  

平成17年度の実績  
※平成17年12月末現在   

【自治体のプログラム策定状況】  【ハローワークとの連携事業の実施状況】  

全828自治体  

B支援実績あり  

国支援案様なし  

□策定済  

国策定なし【  

【策定プログラム内訳】  

全585プログラム  

21  
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自立支援プログラムの策定状況②  

・平成18年度  

＞方針：全自治体で策定  

・平成18年度の予定（4月時点まとめ）  

【策定予定プログラム数】  

1，478  

【自治体のプログラム策定予定】  

策定予定 ／ 全自治体数   

都道府県   41  ／  47   

政令市   15  ／  15   

中核市   30  ／  36   

一般市   607  ／  751   

町村   7  ／  8  

全857自治体  

□策定済  

国策走予  

国未定  
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○全国主管課長会議（平成18年2月28巳）  

（5）個別支援プログラムの実施要綱の策定について  

「自立支援プログラム導入のための手引き（案）」において  

は、支援内容や手順を明確にすることにより、事務の効率  
必要に応じ国別支蓑プログラ  的■効果的な執行を図るため、   

めることとしている。これは、実施要綱を定  
めなくとも支援が確実に実施されると考えられる場合には実  

施要綱を定める必要はないとしたものであるが、  組．．呂－として  

ので、個別支援プログラムを継続して実施する観点から、実  
施要綱の策定に留意すること 。  

6
 
 
 



○好ましくない要綱例  
●●■－■■■■■■■■■■■－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一－－－－一－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

A市被保護者等自立生活支援事業実施要綱  

l  l  

t  

t  

l  

‡1．目的  

本事業は、福祉事務所に自立生享封目談員を配置し上社会的な卓立が困難な被保護世帯                                                                                                                                                                           ●   ■ ■   ■     ■   ●■■■ ■■■■■l」■■■■ ■■  【  l  ′T，「「lノT、lいヽ ll：＝ll■▲一丁’JノJl′lll‾ ■－■ ■■■■－■■■■■■▼＝l■■＝′ヽ■′、 ヽ・・・・－■■1‾一  

こ  導・‾援助を行うことにより自立阻害要  

画め顧消を支援し、被保護世帯の自立を促進する  

2．支援対象者  
全生活保護世帯   

3．方法  
専門的知識を有する者を自立生活相談員（非常勤職員）として任用し、実施する。  

4．支援内容  

① 面接相談  

②ハローワークとの連絡調整  

5．実施時期  
通年   



生活保護の適正化について  

確言忍苦   ○年度末に発出した生活保護の適正化に関する通知  

生活保護の適正化について、国は、関係者協議会  

において地方から提案があり、両者が一致した適正  

化方策について速やかに実施するとともに、地方は  

生活保護の適正化について真筆に取り組む。   

その上で、適正化の効果が上がらない場合には、  

国と地方は必要な改革について早急l三枝討し、実施  

する。  

平成17年1童月1日  

1生活保護行政を適正に運営するための手引き  

（平成18年3月30日 社援保発第0330001号厚生労働省  

社会・援護局保護課長通知）  

2 関係省庁等との連携に関する通知  

（1）社会保険事務所の年金調査に関する通知  

（2）金融機関の預金等調査に関する通知  

（3）暴力団員の対応に係る警察との連携に関する通知  
厚 

立紺  
全国知事会会長  

外電盈 J■  

≡薫…筆埠  

控旛音⊥  

※（1）：「生活保護法第29条に基づく年金の支給状況等に関   

する社会保険事務所への調査嘱託の実施等について」（平   

成18年3月31日社援保発第0331012号厚生労働省社会・   

援護局保護課長通知）」  

（2）、（3）：平成18年4月4日 厚生労働省社会・援護局保護課   

長事務連絡  
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